
1.2	科学技術イノベーション基本政策

現在の日本における科学技術イノベーション政策は、科学技術基本法と、これに基づいて策定される科学
技術基本計画及び2013年度から策定されている科学技術イノベーション総合戦略、司令塔としての総合科学
技術・イノベーション会議（2014年度に改組）を中心とした各府省の具体的施策の枠組みの下で実施され
ている。また、2021年4月より、科学技術基本法は科学技術・イノベーション基本法へと改正される。

1.2.1	 科学技術基本法、科学技術・イノベーション基本法

科学技術基本法は、1995年に議員立法で与野党の全会一致により可決成立した。この基本法が作られた
背景には、バブル経済崩壊の後遺症により経済が停滞し、円高の進行により輸出産業が打撃を受けているの
に加えて、将来的な高齢化、国際競争の激化が予想される中で、日本が知的資源を活用して新産業を創出し、
国を長期的な成長に向かわせ、人類が直面する諸問題の解決に寄与する「科学技術創造立国」論が活発になっ
たことが挙げられる。

この基本法は、政府が予算を確保して総合的に科学技術を振興することを定めた初の法律であり、政府の
科学技術政策にとって明確な法的枠組みとなっている。

科学技術基本法では、総則において、科学技術振興のための方針として、以下のような点を挙げている。
• 研究者等の創造性の十分な発揮
• 科学技術と人間の生活、社会及び自然との調和
• 広範な分野における均衡のとれた研究開発能力の涵養
• 基礎研究、応用研究及び開発研究の調和のとれた発展
• 国の試験研究機関、大学、民間等の有機的な連携

また、国の責務として、科学技術の振興に関して総合的な施策を策定・実施すること、地方公共団体の責
務として、科学技術の振興に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の特性を生かした自
主的な施策を策定・実施することを規定している。

その上で、政府が、科学技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「科学技術基本
計画」を策定し、その実施に必要な資金の確保を図ることとされている。さらに国が講ずべき施策として、多
様な研究開発の均衡のとれた推進、研究者等の養成確保、研究施設・設備の整備、研究開発に係る情報化
の推進、研究交流の促進、科学技術に関する学習の振興等を挙げている。

2020年、「科学技術基本法等の一部を改正する法律案」 が成立（6月24日公布、2021年4月1日施行）し、
「科学技術基本法」は「科学技術・イノベーション基本法」へと改正された。この改正の背景として、近年の
科学技術・イノベーションの急速な進展により、人間や社会の在り方と科学技術・イノベーションとの関係が
密接不可分となっていることから、人文科学を含む科学技術の振興とイノベーション創出の振興を一体的に
図っていく必要が生じたことがある。改正事項は以下の通りである。

• 法律名を「科学技術・イノベーション基本法」に変更
• 法の対象に「人文科学のみに係る科学技術」、「イノベーションの創出」を追加
• 「科学技術の水準の向上」と「イノベーションの創出の促進」を並列する目的として位置付け
• 「イノベーションの創出」の定義規定を新設 6

6 科学的な発見又は発明、新商品又は新役務の開発その他の創造的活動を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することに
より、経済社会の大きな変化を創出することをいう。
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• 科学技術・イノベーション創出の振興方針に以下を追加
・分野特性への配慮
・学際的・総合的な研究開発
・学術研究とそれ以外の研究の均衡のとれた推進
・国内外にわたる関係機関の有機的連携
・科学技術の多様な意義と公正性の確保
・イノベーション創出の振興と科学技術の振興との有機的連携
・全ての国民への恩恵 
・あらゆる分野の知見を用いた社会課題への対応 等

• 「研究開発法人・大学等」、「民間事業者」の責務規定（努力義務）を追加
• 研究開発法人・大学等については、人材育成・研究開発・成果の普及に自主的かつ計画的に努める 等
• 民間事業者については、研究開発法人・大学等と連携し、研究開発・イノベーション創出に努める 等
• 「科学技術・イノベーション基本計画」の策定事項に研究者等や新たな事業の創出を行う人材等の確保・

養成等についての施策を追加

1.2.2	 科学技術基本計画

1.2.2.1	 第 1期基本計画〜第 4期基本計画の推移
科学技術基本法により政府に策定が義務付けられた「科学技術基本計画」は、10年程度の将来を見通し

つつ、1996年以降、5年ごとに5期にわたり策定、実施されてきた。この間に見られた変化としては、研究
開発システムから科学技術イノベーションシステムへの範囲の拡大と、戦略性・重点化の明確さが挙げられる。

1996年に策定された「第1期科学技術基本計画」においては、政府の科学技術振興の活性化を目指して、
政府研究開発投資の拡充や競争的資金制度の拡大、ポスドク1万人計画などの振興制度に関する政策方針が
明記された。第1期の対象範囲は、概ね研究開発システムにとどまっていた。

2001年の「第2期科学技術基本計画」では、21世紀初頭に目指すべき国の姿として、「知の創造と活用
により世界に貢献できる国」（新しい知の創造）、「国際競争力があり持続的な発展ができる国」（知による活力
の創出）、「安心・安全で質の高い生活のできる国」（知による豊かな社会の創生）の3つを示し 、戦略的重
点化として優先的に資源配分される4つの重点分野（ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・
材料）を設定した。競争的環境の整備と競争的資金の倍増を掲げた他、産学官連携のための仕組みの改革や、
科学技術の倫理と社会的責任も強調された。

続く2006年の「第3期科学技術基本計画」では、第2期の重点分野と社会とのコミュニケーションの考え
方が引き継がれるとともに、社会・国民との関係がより重視され、「社会・国民に支持され成果を還元する科
学技術」という基本姿勢を明らかにするとともに、重要となるイノベーションを明示的に取り上げた。その際、
3つの目指すべき国の姿の下に6つの大目標と12の中目標を掲げて、政策目標を具体的に示すことによって、
国が目指す方向性と科学技術政策の関係の一層の明確化を図った。これら目標を達成するために、研究開発
の重点化を図り、重点推進4分野（ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料）及び推
進4分野（エネルギー、ものづくり技術、社会基盤、フロンティア）を設定した。加えて、人材育成の重要
性も改めて示され、男女共同参画の重要性が強調され、女性研究者の採用目標が設定された。

2011年からの「第4期科学技術基本計画」は、前年の「新成長戦略」の方針を、科学技術とイノベーショ
ンの観点から具体化するものと位置づけられて、2010年度内に策定される予定であった。しかし、公表直前
に発生した「東日本大震災」（2011年3月11日）の影響によって、総合科学技術会議が大きく内容を見直し、
科学技術に対する国民の信頼を回復するために、国としてリスクマネジメントや危機管理を含めた科学技術政
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策を真摯に再検討し、震災の復興と再生に取り組む必要があるとした。この第4期計画の第一の特徴は科学
技術政策に加えて、関連するイノベーション政策も対象に含めて、「科学技術イノベーション政策」として一
体的に推進するとしたことである。第二の特徴は、科学技術政策が国家戦略の根幹であり、また重要な公共
政策の一つと位置づけて他の政策と有機的に連携することを前提にした政策の展開を掲げた点にある。計画
では、まずこれまでの「分野別」の研究開発の推進だけで分野の縦割りが進むことを避けるべく、国が取り
組むべき課題をあらかじめ設定して推進する「課題達成型」のアプローチが明記された。具体的には「震災
からの復興」、「ライフイノベーション」、「グリーンイノベーション」を掲げた。また科学技術イノベーション政
策においてPDCAサイクルを確立すること、それを担保するために研究開発評価システムの改善と充実するこ
とが必要であることを示した。

1.2.2.2	 第 5期基本計画
2016年に始まった「第5期科学技術基本計画」では、日本において科学技術の研究基礎力が弱まってい

る点、大学の改革等が遅れている点等を指摘した上で、産学官・国民が協力して「世界で最もイノベーショ
ンに適した国」へと導くための計画とした。特に世界に先駆けた「超スマート社会の実現」に向けた取組を

「Society 5.0 」とし、強力に推進することとしている。第5期の特徴は、毎年、総合戦略を策定する他、計
画進捗を把握するための目標値と主要指標の設定を初めて掲げた点にある 。目標値とは基本計画によって達
成すべき国の姿を示すもので、若手の大学教員数の増加、トップ10%論文の増加等、計8つを設定している。
さらに本計画全体の方向性や進捗及び成果の状況を定量的に把握するためのものとして主要指標（第1レイ
ヤー指標）と、政策分野毎に状況を把握するためのさらに細かい第2レイヤー指標が設けられている。こうし
た指標の変動についてレビューされており、大学における産学共同研究の受入額や大学の特許実施許諾件数
についてはおおむね計画通りの進捗となっているが、若手大学教員数、トップ10%論文の増加ついては計画
通りに進捗していない結果となっている。

1.2.2.3	 第６期科学技術・イノベーション基本計画
2021年度から2025年度までの5年間を対象とする第６期科学技術・イノベーション基本計画の検討が進

められている。第5期基本計画で打ち出した将来像であるSociety 5.0の構想を引き継ぎ、新型コロナウイル
ス感染症の拡大など国内外の急速な情勢変化を乗り越える具体的な戦略となるよう、2021年3月までに閣議
決定がされる予定である。

第６期基本計画の検討に当たって、大学をはじめ、企業や自治体、市民、NPOなど、科学技術・イノベー
ションに関わる多様なステークホルダーの参画を得て、幅広い意見の募集や連携体制の構築を通じ、計画に
実効力を伴わせることが重視されている。
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【図表Ⅰ-5】　　　第5期科学技術基本計画の概要

出典：内閣府作成資料
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1.2.3	 評価・モニタリング

現在、我が国における政策評価は、国レベル、府省レベル、機関レベルの階層に沿って実施される。まず
国全体の科学技術基本計画があり、それに対応する形で大綱的指針が決められる。この大綱的指針の下で、
各府省レベルの評価指針が定められる。

研究開発評価に関連する法令・指針として、以下の3つが制定されており、これらに基づき「研究開発評価」
ならびに「研究開発機関評価」が行われている。

• 「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針 7」（1997年策定、その後
数次にわたり改訂、以下「大綱的指針」とよぶ）

• 「独立行政法人通則法」（1999年公布、その後、改定）
• 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（2001年公布、「政策評価法」と呼ぶ）

文部科学省の場合は、2002年に策定した「研究開発評価指針 8」に沿って、所管の大学、研究開発法人等
の機関がそれぞれ評価実施の要領を定めることになっている。
「第4期科学技術基本計画」（2011〜15年度）でPDCAサイクルの確立等が明記されたことを踏まえ、大

綱的指針の改定（2012年）において「研究開発プログラム評価を導入」する方針が新たに示された。すな
わち、評価対象を3階層（「研究開発施策」⇒「研究開発プログラム」⇒「研究開発課題」）に設定し、新
たに「研究開発プログラム」を評価することとなった。これによって、施策やプログラムの策定にあたる各府
省やファンディング機関の評価を行うことも明確になった。

研究開発型独立行政法人の評価は、全府省における政策評価の取組を背景に、1999年に制定された「独
立行政法人通則法」に基づき、実施されている。国立研究開発法人については、各府省に設置された「国立
研究開発法人審議会」の意見を踏まえ主務大臣の評価を受けることとなっている。

国立大学法人は、「認証評価」と「国立大学法人評価」を受けている。認証評価は大学の教育研究水準を
確認するためのもので、国公私立大学・高専が対象機関である。「国立大学法人評価」は、2002年に制定
された「国立大学法人法」に基づき、「国立大学法人評価委員会」の要請を受けた「大学評価・学位授与機
構」が実施する評価である。

最近、新たに「エビデンス（客観的根拠）」にもとづく政策形成（Evidence-based Policy Making： 
EBPM）の動きが出始めた9。EBPMは客観的なデータと厳密な方法に基づき、政策効果や費用を分析し、政
策を決定しようとするものであり、政策の評価にも大きな影響を与えている。政策におけるインプット（資金、
人材）からアウトプット（論文、特許等）、アウトカム（経済効果、社会的効果）に至る情報を体系的に整備
したエビデンスシステムのために、データの標準化やデータ間の連結・連携に関する方針が「研究力の分析
に資するデータ標準化の推進に関するガイドライン」（2019年4月）としてまとめられたほか、国立大学や研
究開発法人からインプットデータを収集し、アウトプットデータと紐付けさせた「エビデンスデータプラット
フォーム（e-CSTI）」が2020年10月に内閣府より公開された。

7 2001年の改定以後は「国の研究開発評価に関する大綱的指針」

8 正式には「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」（2002年6月策定、2017年4月最終改定）

9  内山、小林、田口、小池「英国におけるエビデンスに基づく政策形成と日本への示唆」、RIETI Policy Discussion Papers 
Series 18-P-018（2018年12月）
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